
「笠間市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例」の制定に伴う基準（案） 

参酌，従うべき，標準，その他の基準 笠間市の対応 
改定案の

条文 

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準 

笠間市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例 

 

第６９条 指定地域密着型介護予防サービスに該当

する介護予防認知症対応型共同生活介護（以下

「指定介護予防認知症対応型共同生活介護」とい

う。）の事業は，その認知症である利用者が可能

な限り共同生活住居（法第８条の２第１７項に規

定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同

じ。）において，家庭的な環境と地域住民との交

流の下で入浴，排せつ，食事等の介護その他の日

常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより，

利用者の心身機能の維持回復を図り，もって利用

者の生活機能の維持又は向上を目指すものでな

ければならない。 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 

（従業者の員数） 

第７０条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

の事業を行う者（以下「指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者」という。）が当該事業を行う

事業所（以下「指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業所」という。）ごとに置くべき指定介護予

防認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業

者（以下「介護従業者」という。）の員数は，当該

事業所を構成する共同生活住居ごとに，夜間及び深

夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予防認知症対

応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を，常

勤換算方法で，当該共同生活住居の利用者（当該指

定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指

定認知症対応型共同生活介護事業者（指定地域密着

型サービス基準第９０条第１項に規定する指定認 

知症対応型共同生活介護事業者をいう。以下同じ。）

の指定を併せて受け，かつ，指定介護予防認知症対

（従業者の員数） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 



応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同

生活介護（指定地域密着型サービス基準第８９条に

規定する指定認知症対応型共同生活介護をいう。以

下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的

に運営されている場合にあっては，当該事業所にお

ける指定介護予防認知症対応型共同生活介護又は 

指定認知症対応型共同生活介護の利用者。以下この

条及び第７３条において同じ。）の数が３又はその

端数を増すごとに１以上とするほか，夜間及び深夜

の時間帯を通じて１以上の介護従業者に夜間及び

深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務

（宿直勤務を除く。）をいう。）を行わせるために

必要な数以上とする。 

２ 前項の利用者の数は，前年度の平均値とする。た

だし，新規に指定を受ける場合は，推定数による。

３ 第１項の介護従業者のうち１以上の者は，常勤で

なければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所

に，指定小規模多機能型居宅介護事業所が併設され

ている場合において，前各項に定める員数を満たす

介護従業者を置くほか，指定地域密着型サービス基

準第６３条に定める指定小規模多機能型居宅介護

事業所の人員に関する基準を満たす小規模多機能

型居宅介護従業者を置いているときは，当該介護従

業者は，当該小規模多機能型居宅介護事業所の職務

に従事することができる。 

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は，共同生活住居ごとに，保健医療サービス又は福

祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及

び経験を有する者であって介護予防認知症対応型

共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と

認められるものを専らその職務に従事する計画作

成担当者としなければならない。ただし，利用者の

処遇に支障がない場合は，当該共同生活住居におけ

る他の職務に従事することができるものとする。 

６ 前項の計画作成担当者は，別に厚生労働大臣が定

める研修を修了している者でなければならない。 

７ 第５項の計画作成担当者のうち１以上の者は，介

護支援専門員をもって充てなければならない。ただ

し，併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所の

介護支援専門員との連携を図ることにより当該指 

  



定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の効

果的な運営を期待することができる場合であって，

利用者の処遇に支障がないときは，これを置かない

ことができるものとする。 

８ 前項の介護支援専門員は，介護支援専門員でない

他の計画作成担当者の業務を監督するものとする。

９ 介護支援専門員でない計画作成担当者は，特別養

護老人ホームの生活相談員や介護老人保健施設の

支援相談員その他の認知症である者の介護サービ

スに係る計画の作成に関し実務経験を有すると認

められる者をもって充てることができるものとす

る。 

１０ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

者が指定認知症対応型共同生活介護事業者の指定

を併せて受け，かつ，指定介護予防認知症対応型共

同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介

護の事業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合については，指定地域密着型サービ

ス基準第９０条第１項から第１０項までに規定す

る人員に関する基準を満たすことをもって，前各項

に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。 

  

（管理者） 

第７１条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は，共同生活住居ごとに専らその職務に従事

する常勤の管理者を置かなければならない。ただ

し，共同生活住居の管理上支障がない場合は，当該

共同生活住居の他の職務に従事し，又は同一敷地内

にある他の事業所，施設等若しくは併設する指定小

規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事するこ

とができるものとする。 

２ 共同生活住居の管理者は，適切な指定介護予防認

知症対応型共同生活介護を提供するために必要な

知識及び経験を有し，特別養護老人ホーム，老人デ

イサービスセンター，介護老人保健施設，指定認知

症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問

介護員等として，３年以上認知症である者の介護に

従事した経験を有する者であって，別に厚生労働大

臣が定める研修を修了しているものでなければな

らない。 

（管理者） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 



（指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の

代表者） 

第７２条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者の代表者は，特別養護老人ホーム，老人デイ

サービスセンター，介護老人保健施設，指定認知症

対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪

問介護員等として，認知症である者の介護に従事し

た経験を有する者又は保健医療サービス若しくは

福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった

経験を有する者であって，別に厚生労働大臣が定め

る研修を修了しているものでなければならない。 

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の

代表者） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 

第７３条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業所は，共同生活住居を有するものとし，その数

は１又は２とする。 

２ 共同生活住居は，その入居定員（当該共同生活住

居において同時に指定介護予防認知症対応型共同

生活介護の提供を受けることができる利用者の数

の上限をいう。第８１条において同じ。）を５人以

上９人以下とし，居室，居間，食堂，台所，浴室，

消火設備その他の非常災害に際して必要な設備そ

の他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設

けるものとする。 

３ 一の居室の定員は，１人とする。ただし，利用者

の処遇上必要と認められる場合は，２人とすること

ができるものとする。 

４ 一の居室の床面積は，７．４３平方メートル以上

としなければならない。 

５ 居間及び食堂は，同一の場所とすることができ

る。 

６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所

は，利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民

との交流を図る観点から，住宅地又は住宅地と同程

度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確

保される地域にあるようにしなければならない。 

７ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

が指定認知症対応型共同生活介護事業者の指定を

併せて受け，かつ，指定介護予防認知症対応型共同

生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介護

の事業とが同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合については，指定地域密着型サービス

基準第９３条第１項から第６項までに規定する設

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 



備に関する基準を満たすことをもって，前各項に規

定する基準を満たしているものとみなすことがで

きる。 

（入退居） 

第７４条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

は，要支援者であって認知症であるもののうち，

少人数による共同生活を営むことに支障がない

者に提供するものとする。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は，入居申込者の入居に際しては，主治の医師の

診断書等により当該入居申込者が認知症である

者であることの確認をしなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は，入居申込者が入院治療を要する者であること

等入居申込者に対し自ら必要なサービスを提供

することが困難であると認めた場合は，適切な他

の指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

者，病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を

速やかに講じなければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は，入居申込者の入居に際しては，その者の心身

の状況，生活歴，病歴等の把握に努めなければな

らない。 

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は，利用者の退居の際には，利用者及びその家族

の希望を踏まえた上で，退居後の生活環境や介護

の継続性に配慮し，退居に必要な援助を行わなけ

ればならない。 

６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は，利用者の退居に際しては，利用者又はその家

族に対し，適切な指導を行うとともに，介護予防

支援事業者等への情報の提供及び保健医療サー

ビス又は福祉サービスを提供する者との密接な

連携に努めなければならない。 

（入退居） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 

（サービスの提供の記録） 

第７５条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は，入居に際しては入居の年月日及び入居

している共同生活住居の名称を，退居に際しては

退居の年月日を，利用者の被保険者証に記載しな

ければならない。 

（サービスの提供の記録） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 



２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は，指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提

供した際には，提供した具体的なサービスの内容

等を記録しなければならない。 

  

（利用料等の受領） 

第７６条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は，法定代理受領サービスに該当する指定介

護予防認知症対応型共同生活介護を提供した際に

は，その利用者から利用料の一部として，当該指定

介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密

着型介護予防サービス費用基準額から当該指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業者に支払わ

れる地域密着型介護予防サービス費の額を控除し

て得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は，法定代理受領サービスに該当しない指定介護予

防認知症対応型共同生活介護を提供した際にその

利用者から支払を受ける利用料の額と，指定介護予

防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介

護予防サービス費用基準額との間に，不合理な差額

が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は，前２項の支払を受ける額のほか，次に掲げる費

用の額の支払を利用者から受けることができる。 

(1) 食材料費 

(2) 理美容代 

(3) おむつ代 

(4) 前３号に掲げるもののほか，指定介護予防認

知症対応型共同生活介護において提供される便

宜のうち，日常生活においても通常必要となるも

のに係る費用であって，その利用者に負担させる

ことが適当と認められるもの４ 指定介護予防

認知症対応型共同生活介護事業者は，前項の費用

の額に係るサービスの提供に当たっては，あらか

じめ，利用者又はその家族に対し，当該サービス

の内容及び費用について説明を行い，利用者の同

意を得なければならない。 

（利用料等の受領） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

（身体的拘束等の禁止） 

第７７条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は，指定介護予防認知症対応型共同生活介護

の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等

（身体的拘束等の禁止） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 



の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き，身体的拘束等を行ってはならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は，前項の身体的拘束等を行う場合には，その態様

及び時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由を記録しなければならない。 

（管理者による管理） 

第７８条 共同生活住居の管理者は，同時に介護保険

施設，指定居宅サービス，指定地域密着型サービス，

指定介護予防サービス若しくは地域密着型介護予

防サービスの事業を行う事業所，病院，診療所又は

社会福祉施設を管理する者であってはならない。た

だし，これらの事業所，施設等が同一敷地内にある

こと等により当該共同生活住居の管理上支障がな

い場合は，この限りでない。 

（管理者による管理） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

（運営規程） 

第７９条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は，共同生活住居ごとに，次に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する規程を定めてお

かなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務内容 

(3) 利用定員 

(4) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の内

容及び利用料その他の費用の額 

(5) 入居に当たっての留意事項 

(6) 非常災害対策 

(7) その他運営に関する重要事項 

（運営規程） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 

（勤務体制の確保等） 

第８０条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は，利用者に対し，適切な指定介護予防認知

症対応型共同生活介護を提供できるよう，従業者の

勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 前項の介護従業者の勤務の体制を定めるに当た

っては，利用者が安心して日常生活を送ることが

できるよう，継続性を重視したサービスの提供 

に配慮しなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は，介護従業者の資質の向上のために，その研修の

機会を確保しなければならない。 

（勤務体制の確保等） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 



（定員の遵守） 

第８１条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は，入居定員及び居室の定員を超えて入居さ

せてはならない。ただし，災害その他のやむを得な

い事情がある場合は，この限りでない。 

（定員の遵守） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 

（協力医療機関等） 

第８２条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は，利用者の病状の急変等に備えるため，あ

らかじめ，協力医療機関を定めておかなければなら

ない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は，あらかじめ，協力歯科医療機関を定めておくよ

う努めなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は，サービスの提供体制の確保，夜間における緊急

時の対応等のため，介護老人福祉施設，介護老人保

健施設，病院等との間の連携及び支援の体制を整え

なければならない。 

（協力医療機関等） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 

（介護予防支援事業者に対する利益供与等の禁止） 

第８３条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は，介護予防支援事業者又はその従業者に対

し，要支援被保険者に対して当該共同生活住居を紹

介することの対償として，金品その他の財産上の利

益を供与してはならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は，介護予防支援事業者又はその従業者から，当該

共同生活住居からの退居者を紹介することの対償

として，金品その他の財産上の利益を収受してはな

らない。 

（介護予防支援事業者に対する利益供与等の禁止） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 

（記録の整備） 

第８４条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関する諸

記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は，利用者に対する指定介護予防認知症対応型共同

生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を

整備し，その完結の日から２年間保存しなければな

らない。 

(1) 介護予防認知症対応型共同生活介護計画 

(2) 第７５条第２項に規定する提供した具体的な

サービスの内容等の記録 

（記録の整備） 

介護報酬の返還請求の消滅時効が５年であるため，記

録を５年間保存とします。 

 



(3) 第７７条第２項に規定する身体的拘束等の態

様及び時間，その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由の記録 

(4) 次条において準用する第２４条に規定する市

町村への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第３６条第２項に規定

する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第３７条第２項に規定

する事故の状況及び事故に際して採った処置に

ついての記録 

(7) 次条において準用する第６１条第２項に規定

する報告，評価，要望，助言等の記録 

  

（準用） 

第８５条 第１１条，第１２条，第１４条，第１５条，

第２３条，第２４条，第２６条，第３１条から第３

４条まで，第３６条から第３８条まで，第５６条，

第５８条の２，第６０条及び第６１条の規定は，指

定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業につ

いて準用する。この場合において，第１１条第１項

中「第２７条に規定する運営規程」とあるのは「第

７９条に規定する重要事項に関する規程」と，「介

護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは

「介護従業者」と，第２６条第２項中「この節」と

あるのは「第４章第４節」と，第３２条中「介護予

防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護

従業者」と，第５６条中「介護予防小規模多機能型

居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と，第

５８条の２中「指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業者」とあるのは「指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者」と，第６１条第１項中「介護

予防小規模多機能型居宅介護について知見を有す

る者」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活

介護について知見を有する者」と，「通いサービス

及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とある

のは「活動状況」と読み替えるものとする。 

（準用） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護の基本取

扱方針） 

第８６条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

は，利用者の介護予防に資するよう，その目標を設

定し，計画的に行われなければならない。 

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護の基本取

扱方針） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 



２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は，自らその提供する指定介護予防認知症対応型共

同生活介護の質の評価を行うとともに，定期的に外

部の者による評価を受けて，それらの結果を公表

し，常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は，指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供

に当たり，利用者ができる限り要介護状態とならな

いで自立した日常生活を営むことができるよう支

援することを目的とするものであることを常に意

識してサービスの提供に当たらなければならない。

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は，利用者がその有する能力を最大限活用すること

ができるような方法によるサービスの提供に努め

ることとし，利用者が有する能力を阻害する等の不

適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなけ

ればならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は，指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提

供に当たり，利用者とのコミュニケーションを十

分に図ることその他の様々な方法により，利用者

が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけ

に努めなければならない。 

  

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護の具体的

取扱方針） 

第８７条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

の方針は，第６９条に規定する基本方針及び前条に

規定する基本取扱方針に基づき，次に掲げるところ

によるものとする。 

(1) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提

供に当たっては，主治の医師又は歯科医師からの

情報伝達を通じる等の適切な方法により，利用者

の心身の状況，その置かれている環境等利用者の

日常生活全般の状況の的確な把握を行うものと

する。 

(2) 計画作成担当者は，前号に規定する利用者の

日常生活全般の状況及び希望を踏まえて，他の介

護従業者と協議の上，指定介護予防認知症対応型

共同生活介護の目標，当該目標を達成するための

具体的なサービスの内容，サービスの提供を行う

期間等を記載した介護予防認知症対応型共同生

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護の具体的

取扱方針） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 



活介護計画を作成するものとする。 

(3) 計画作成担当者は，介護予防認知症対応型共

同生活介護計画の作成に当たっては，通所介護等

の活用，地域における活動への参加の機会の提供

等により，利用者の多様な活動の確保に努めなけ

ればならない。 

(4) 計画作成担当者は，介護予防認知症対応型共

同生活介護計画の作成に当たっては，その内容に

ついて利用者又はその家族に対して説明し，利用

者の同意を得なければならない。 

(5) 計画作成担当者は，介護予防認知症対応型共

同生活介護計画を作成した際には，当該介護予防

認知症対応型共同生活介護計画を利用者に交付

しなければならない。 

(6) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提

供に当たっては，利用者一人一人の人格を尊重

し，利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環

境の下で日常生活を送ることができるよう配慮

して行わなければならない。 

(7) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提

供に当たっては，介護予防認知症対応型共同生活

介護計画に基づき，利用者が日常生活を営むのに

必要な支援を行わなければならない。 

(8) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提

供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，

利用者又はその家族に対し，サービスの提供方法

等について，理解しやすいように説明を行わなけ

ればならない。 

(9) 計画作成担当者は，他の介護従業者及び利用

者が介護予防認知症対応型共同生活介護計画に

基づき利用する他の指定介護予防サービス等を

行う者との連絡を継続的に行うことにより，介護

予防認知症対応型共同生活介護計画に基づくサ

ービスの提供の開始時から，当該介護予防認知症

対応型共同生活介護計画に記載したサービスの

提供を行う期間が終了するまでに，少なくとも１

回は，当該介護予防認知症対応型共同生活介護計

画の実施状況の把握（以下この条において「モニ

タリング」という。）を行うとともに，利用者の

様態の変化等の把握を行うものとする。 

(10) 計画作成担当者は，モニタリングの結果を踏



まえ，必要に応じて介護予防認知症対応型共同生

活介護計画の変更を行うものとする。 

(11) 第１号から第９号までの規定は，前号に規定

する介護予防認知症対応型共同生活介護計画の

変更について準用する。 

（介護等） 

第８８条 介護は，利用者の心身の状況に応じ，利用

者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう，適

切な技術をもって行わなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は，その利用者に対して，利用者の負担により，当

該共同生活住居における介護従業者以外の者によ

る介護を受けさせてはならない。 

３ 利用者の食事その他の家事等は，原則として利用

者と介護従業者が共同で行うよう努めるものとす

る。 

（介護等） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 

（社会生活上の便宜の提供等） 

第８９条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は，利用者の趣味又は嗜好に応じた活動の

支援に努めなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は，利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関

に対する手続等について，その者又はその家族が

行うことが困難である場合は，その者の同意を得

て，代わって行わなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は，常に利用者の家族との連携を図るとともに利

用者とその家族との交流等の機会を確保するよ

う努めなければならない。 

（社会生活上の便宜の提供等） 

従来の国の基準のとおりとする。 

 

 

 

 


